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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線管と、
　Ｘ線検出器と、
　被検体の周囲を回転可能に前記Ｘ線管を支持する回転機構と、
　前記回転機構を制御する制御手段と、
　スキャノグラムの透視方向を設定する設定手段と、
　取得された投影データに基づいて、前記設定手段により設定された第１の透視方向に対
応する第１のスキャノグラムを生成し、前記第１のスキャノグラムへの拡大指示に基づい
て、前記第１の透視方向に対応し且つ前記第１のスキャノグラムより高い空間分解能を有
する第２のスキャノグラムを生成する生成手段と、
を備えるＸ線コンピュータ断層撮影装置。
【請求項２】
　前記第２のスキャノグラムの生成の後、前記設定手段により前記第１の透視方向と異な
る第２の透視方向が設定されると、前記生成手段は、前記第２の透視方向に対応する第３
のスキャノグラムを生成する請求項１記載のＸ線コンピュータ断層撮影装置。
【請求項３】
　前記生成手段は、前記第３のスキャノグラムへの拡大指示に基づいて、前記第２の透視
方向に対応し且つ当該スキャノグラムより高い空間分解能を有する第４のスキャノグラム
を生成する請求項２記載のＸ線コンピュータ断層撮影装置。
【請求項４】
　スキャノグラムを表示するための表示手段と、
　前記表示手段に表示された前記第１のスキャノグラム上の所定位置を拡大する拡大指示
を行うための指示手段と、
を更に備え、
　前記生成手段は、前記指示手段による拡大指示に係る情報に基づいて、前記第２のスキ
ャノグラムを生成する請求項１記載のＸ線コンピュータ断層撮影装置。
【請求項５】
　前記第１のスキャノグラム又は前記第２のスキャノグラムをスキャノグラム表示領域に
表示する表示手段を更に備え、
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　前記生成手段は、前記第１のスキャノグラムと前記第２のスキャノグラムとの各々のス
キャン範囲全体が、前記スキャノグラム表示領域に収まる空間分解能で、前記第１のスキ
ャノグラムと前記第２のスキャノグラムとを生成する請求項１記載のＸ線コンピュータ断
層撮影装置。
【請求項６】
　前記スキャン範囲全体に関するマトリクスサイズと、前記スキャノグラム表示領域に関
するマトリクスサイズとに基づいて、前記空間分解能としてスライス方向とチャンネル方
向とに関する画素束ね方法を決定する空間分解能決定手段をさらに備えることを特徴とす
る請求項５記載のＸ線コンピュータ断層撮影装置。
【請求項７】
　Ｘ線管と、
　Ｘ線検出器と、
　被検体の周囲を回転可能に前記Ｘ線管を支持する回転機構と、
　前記回転機構を制御する制御手段と、
　取得された投影データに基づいて、第１の透視方向に対応する第１のスキャノグラムを
生成し、前記第１のスキャノグラムへの拡大指示に基づいて、前記第１の透視方向に対応
し且つ前記第１のスキャノグラムより高い空間分解能を有する第２のスキャノグラムを生
成する生成手段と、
　前記第２のスキャノグラムの生成後に、前記第２のスキャノグラムの透視方向を変更す
る設定手段と、
を備え、
　前記設定手段により前記第１の透視方向から第２の透視方向に変更されると、前記生成
手段は、前記第２の透視方向に対応する第３のスキャノグラムを生成するＸ線コンピュー
タ断層撮影装置。
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